
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ページ      「犬のフン」は、飼い主が持ち帰りましょう。 ⑪ページ

            ①子ども手当の申請はお済みですか             

 本年 4月から「児童手当」が「子ども手当」になりました。 

子ども手当は、中学校修了までの子どもを養育されている方に、子ども一人につき月額 1 万 3 千

円が支給される制度です。 

申請が必要な方で、まだお済みでない場合は申請猶予期間内（平成 22 年 9 月 30 日まで）に手続

きをしてください。 

◆申請が必要な方 

・中学 1 年生までの子どもを養育しており、昨年度まで所得超過等により児童手当を受給していな

かった方 

・中学 2年生・3 年生の子どもを養育している方 

◆申請猶予期間 9 月 30 日（木）まで 

 ※期間内の申請であれば、さかのぼって 4 月分からの手当を支給できますが、猶予期間を過ぎる

と申請した月の翌月分からの支給となります。 

◆申請に必要なもの 

・印鑑 

・請求者名義の金融機関の口座が確認できるもの（通帳のコピー等） 

・請求者の保険証のコピー（笠間市国民健康保険加入の方は不要） 

 ※請求者とは、主に父母のうち収入の高い方となります。（父子家庭の場合⇒父。母子家庭の場合

⇒母。諸事情により父母が受給できない場合は、その他の方が請求者となることもあります。）

◆ご注意ください 

・公務員の方は、勤務先での手続きとなります。 

・別居監護等で他の市区町村から手当を受給している方は、笠間市での受給はできません。 

・昨年度まで児童手当を受給しており、中学 2 年生・3 年生を養育していない方は、現況届の提

出が必要です。（必要な方には、6 月 10 日に「現況届」を郵送しています。） 

・4 月以降、出生や転入により子ども手当の受給権が発生した場合は、猶予期間は適用されず、

申請月の翌月分からの支給となります。 

申・問 子ども福祉課（内線163・164） 笠間支所福祉課（内線72165） 岩間支所福祉課（内線73173）

 

    ②水道運営審議会を開催    

日時 9 月 28 日（火）午後 1時 30 分～ 

場所 市民センターいわま 2 階大会議室 

内容 水道料金の見直しについて 

一般傍聴について  

（1）傍聴者の定員 10 名（先着順） 

（2）傍聴の受付  

9 月 27 日（月）の午後 4時まで 

にお申し込みください。 

 （3）傍聴者の遵守事項 

    会場に傍聴者の遵守事項を掲示しま

すので、傍聴者はこれを守り、会議の

円滑な進行・運営にご協力ください。 

申・問 水道課（内線 71233） 

   ③特設無料人権相談所を開設   

毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人

権に関わる困りごとについては、一人で悩ま

ず、お気軽にご相談ください。 

開設日 9 月 15 日(水) 

会場 友部社会福祉会館 

開設時間 午前 10 時～午後 3 時 

相談内容 

☆いじめ・体罰、地域・女性・外国人などの

差別問題 

☆家庭内（夫婦・親子・相続など）の問題 

☆金銭貸借、借地借家、近隣のもめごとなど

相談員 人権擁護委員・法務局職員 

問 水戸地方法務局 ℡ 029-227-9919 

 

 

 

 

今年 10 月公開の映画「桜田門外ノ変」、坂

本龍馬や勝海舟が活躍した幕末は、日本の社

会が徳川幕府による幕藩体制から近代国家

へと歩み始め、大きな変革を迎えた時期で

す。 

幕末から明治期の笠間市の状況はどうだ

ったのでしょうか。当時活躍した小野友五郎

や山下りんなど、先人の跡をたどりながら紹

介します。 

日時 9 月 25 日（土）午前 10 時～正午 

場所 友部図書館 2階 視聴覚室 

定員 50 名（定員を超えた場合は抽選） 

参加費 無料 

講師 南 秀
みなみひで

利
とし

さん（笠間市文化財保護審議

会委員）  

申込期限 9 月 15 日（水） 

企画運営 男女共同参画講座企画員 

申・問 秘書課男女共同参画推進室（内線225） 

 

 

 今年も市民の皆さんの交流と社会貢献を

目的とした「笠間市チャリティーゴルフ大

会」を開催します。 

 ご友人・お知り合い等お誘い合わせの上、

奮ってご参加ください。 

 チャリティーの収益金は、笠間市を通じて

各団体へ寄贈します。 

期日 9 月 28 日（火） 

会場 宍戸ヒルズカントリークラブ 

東・西コース 

対象 笠間市在住または在勤の方 

定員 90 組 360 名（先着順） 

競技方法 18 ホールストロークプレー 

     新ぺリア方式 

プレー代 10,800 円（4B キャディー付プレ

ー・昼食込） 

参加費 3,000円（パーティ・参加賞・賞品代） 

申込期限 9 月 18 日（土） 

申・問 笠間市チャリティーゴルフ大会実行 

委員会 宍戸ヒルズカントリークラブ 

    ℡ 0296-77-2141／FAX 0296-77-8383 

    ホームページhttp://www.shishido.co.jp/ 

 

 

 

日程 活用編：10 月 14、15、18、19、21、

22 日 

上級編：10 月 28、29、11 月 1、2、4、

5日 

時間 午後 6時～9 時 

内容 ワードを使った業務を効率よく行う

ための技術講習 

対象 ワードを使用している方で活用編と

上級編をセットで受講する方 

定員 15 名（定員を超えた場合は抽選） 

受講料 5,800 円 

（活用編と上級編のテキスト代を含む）

申込期間 9 月 13 日（月）～9 月 24 日（金）

（必着） 

申込方法 往復はがき（1人 1枚）に、講座

名・住所・氏名・年齢・職業（会

社名）・電話番号を明記の上、お

申し込みください。 

申・問 〒311-1131 水戸市下大野町 6342

県立水戸産業技術専門学院  

℡ 029-269-2160  

 

 

日時 10 月 19、20、21 日   

午前 9 時～午後 5 時 

内容 アーク溶接の知識と実技 

定員 20 名（定員を超えた場合は抽選） 

受講料 2,900 円 

申込期間 9 月 13 日（月）～9 月 24 日（金）

（必着） 

申込方法 往復はがき（1人 1枚）に、講座

名・住所・氏名・年齢・職業（会

社名）・電話番号を明記の上、お

申し込みください。 

申・問 〒311-1131 水戸市下大野町 6342

県立水戸産業技術専門学院   

℡ 029-269-2160  

○25第5回笠間市チャリティーゴルフ大会 

の参加者を募集

○27「アーク溶接特別教育講座」の受講生

を募集

○26「ワード 2007 活用編と上級編 B 講 

座」の受講生を募集

○24第 2 回男女共同参画講座「ふるさとの 

歴史再発見 幕末・明治の笠間の群 

像」の参加者を募集 


